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本庁舎等整備に関する意見・提案等と区の考え方 

 

 【凡例】ｲ ﾝ ﾌ ｫ ：情報発信の場「Info-Ba（場）」 

     その他 ：その他手紙等 

 

 

○計画条件･計画概要（１１件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 平成 21 年８月に提出された「本庁舎

等整備審議会 答申」に必要な庁舎

規模が約 45,000㎡と確認されたと記

載しているが、この数字は何を根拠

に出した数字なのか。 

平成 16 年度から平成 19 年度に実施

した世田谷区庁舎整備調査研究をも

とにまとめた「世田谷区庁舎整備調

査研究報告書（平成 20年３月報告）」

において、庁舎に求められる規模に

ついて、必要な計画条件を整理した

上で、総務省地方債査定基準をもと

に庁舎の規模を算定し、44,590 ㎡と

しました。 

※算定基準 

人口：世田谷区実施の将来人口推計

結果（平成 19 年３月）に基づいて整

理 

職員数・配置予定組織：職員数は平成

19 年７月時点での本庁舎など勤務職

員数に基づいて整理、配置組織は現

況（平成 20年３月時点）に基づいて

整理 

議員数：平成 19年７月時点での議員

定数に基づいて整理 

 

平成 20年度から実施した「世田谷区

本庁舎等整備審議会」では、それまで

の調査研究の結果をもとに、本庁舎

等の現状と問題点を踏まえ、慎重に

審議いただき、本庁舎の規模につい

ては、「現状の三層構造（本庁・総合

支所・出張所等）のもとで本庁舎が備

えるべき機能を十分に備え、分散化

と狭隘化を解消するために、少なく

とも 45,000㎡程度を確保することが

望ましい。」との答申が、平成 21年８

月にまとめられました。 
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なお、この本庁舎の規模には、専用で

想定している災害対策機能や区民会

館機能、駐車場・駐輪場等は含まれて

いません。 

２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 調査研究報告書で６万㎡としていた

庁舎規模が、基本設計（案）で７万㎡

に、１万㎡増えた理由は？ 

「世田谷区本庁舎等整備審議会」の

答申を受け、平成 26年３月に策定し

た「本庁舎等整備方針」においても、

本庁舎の規模を最低でも 45,000㎡と

しました。 

しかしながら、この規模には、区の業

務に重要な役割を担い、近年人数が

増えている非常勤職員の執務スペー

スや災害対策本部として十分に必要

なスペース、区民交流スペースなど

が含まれておらず、延床面積が不足

することが見込まれました。 

その後、基本構想検討委員会でもご

意見を伺いながら、詳細な検討を進

め、平成 28 年 12 月策定の「本庁舎

等整備基本構想」では、非常勤職員を

含む職員数や専用で想定すべき災害

対策機能、専用で想定すべき区民交

流機能を含む本庁舎規模を約 53,000

㎡とし、区民会館機能や、駐車場・駐

輪場機能を合わせ約 68,600㎡としま

した。 

本庁舎等の規模について、さらに検

討を進め、平成 30年６月の「本庁舎

等整備基本設計方針」で、区民機能の

拡充や駐車場・駐輪場等の整備によ

る区民の利便性の向上や本庁舎の機

能集約化（エムケイアースビルの追

加集約）、区民サービスを維持するた

めの区職員の配置等を勘案し、

70,000 ㎡（地下通路含む）を必要な

全体規模の目標に設定し、設計を進

めてきました。 
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３ その他 住宅地に相応しくない大規模な庁舎

建築になっていないか？東側敷地

は、今まで２階建てであった東南の

角部分に 10階建ての高層建築が建

ち、広場は保存部分(区民ホール)を

除き５階以上(一部は 10階)の建物

に囲まれてしまう。 

本庁舎等の規模については、区民機

能の拡充や駐車場・駐輪場等の整備

による区民の利便性の向上、現在狭

隘化により敷地周辺に分散している

本庁舎の機能集約化、区民サービス

を維持するための職員配置等を勘案

し、必要な規模を設定しました。 

本庁舎及び関連施設の職員数は、平

成 31年４月１日現在、3,011名で

す。本庁舎等の竣工時期を踏まえる

と、ＩＣＴやＩｏＴ技術の進展や東

京 2020オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の終了、地区地域の充

実・強化を目指す地域行政の推進や

働き方改革の推進等における減要素

も見込まれる一方、現時点では、人

口増に伴う各分野の行政需要の増加

のほか、児童相談所の移管などの都

からの権限移譲に伴う増要素も見込

まれます。このことから、将来の変

化に対応できるよう、規模を算定す

る職員数を 3,100 名とし、この数を

もとに設計を進めています。新庁舎

竣工後、直ちに本庁が機能するため

には、現在検討している規模が必要

になると考えています。 

また、高さに関しては、現在の敷地

を有効に活用し、庁舎機能の向上、

拡充を図る中で、近隣への日影等の

影響を出来る限り抑えるため、東１

期棟を 10階とすることで、広場を

囲む庁舎の階数は、保存する区民会

館と同程度の高さとなる５階に抑え

ています。なお、設計をより良いも

のにするため、設計プロセスを共有

し、意見交換を行うことを目的に開

催した「世田谷リング会議」におい

て、東１期棟の高さについて意見交

換がなされ、圧迫感の低減を図るた

め、屋上階の設備機器の目隠し壁を

４ その他 東側ピロティは、現状より幅が狭く

奥行きが長くなり、人通りのある道

路から広場の様子がかなり見えにく

くなっている。これでは夜間や休日

の夕方以降などは、人目に触れにく

い死角が生まれ、区民が自由に出入

りのできる現状の広場の良さが、防

犯面も含めて大幅に損なわれるので

はないか。 

５ その他 西側敷地は 300%の容積率をほぼ使い

切る(約 97.4%、公共建築ではありえ

ない)違法建築すれすれの計画とな

っていて、日影など大きな問題があ

る。大規模な庁舎建設を避けるため

に、例えば今回の感染症問題に見ら

れるように、保健所は多くの区民が

出入りする本庁舎内に置くべきでは

ない。 

６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 敷地ギリギリの大きな建物は、この

場所にふさわしくないと思います。

周りの民家の風通し、日照にも障害

が出ると思います。今の建物が実に

貴重に思えます。 

７ その他 近隣環境に配慮する観点から、議会

棟の階数を可能な限り圧縮し、高さ

を低めるよう図られたい。 
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セットバックする変更を行っていま

す。 

東側道路から広場への視認性につい

ては、適切に外灯を設置するととも

に、東棟１階をガラス壁にして東側

道路からの見通しを確保していきま

す。 

８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 職員数が、1,933人から 3,100人に増

えていますが、なぜ増えたのでしょ

うか？もちろん、非正規職員も含め

てのことです。 

区では、行政経営改革の取り組みと

して、各種事務事業の見直しや民間

活力の導入等により、平成９年度か

ら平成 27年度にかけて、区全体とし

て職員数の削減に取り組みました。

一方で、近年では、人口増に伴う、高

齢福祉、保育、教育、都市整備等、各

分野の行政需要増加への対応に加

え、本庁舎整備や児童相談所の開設

準備、土曜窓口拡充などの新たな課

題に対し、正規職員を増員し、非常勤

職員の活用も図っております。 

こうした背景により、本庁舎及び周

辺施設における非常勤職員を含めた

職員数は、平成 19年は 2,337人であ

ったところ、平成 30年には 2,965人

となり、また、本庁舎設計の基準とし

ては、3,100 人と設定しました。 

９ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 平成 19 年の 2,337 人から平成 30 年

2,965 人に増加したのは何故でしょ

うか？正規･非正規職員の他、指定管

理や外注･委託等によって表面的に

は職員数削減が行われたこともあろ

うかと思いますが、その実態が見え

てこないのです。もちろん、設計条件

として、どの程度の精度が求められ

るかは議論があると思いますが、今

回の件で考えてみると、組織や職員

数を把握しているべき所管部署か

ら、実態が明らかにされなかったの

ではないでしょうか？ 

１０ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 本日区役所のご担当の方から拙宅の

日照時間について説明を受けまし

た。今までの図面は新しい建物の建

設レベルで日照（日陰）の割り出しを

されており、実際の住宅のレベルで

は出されていないので、お願いをし

て出していただきました。実際の住

居の敷地レベルはマイナス 5meterの

ようです。いただいた冬至の時刻日

影図によると、拙宅においては家の

部 分 の 半 分 に 日 が 当 た る の は

10:00-、家の全体は 11:00-、庭は

12:00-となっています。到底納得で

きる計画ではありません。現状の日

照と同様の条件をお願いします。

日影図を作成するレベルは、区の中

高層条例を踏まえ、区役所敷地の地

盤の高さにおけるものとしていま

す。 

しかしながら、西側の敷地が区役所

の敷地より低いレベルであるため、

これまで設計を進める中で、西側敷

地への日影や圧迫感などの影響を低

減するため、３階以上の外壁面をセ

ットバックさせ、１階の階高を 50ｃ

ｍ低くし、屋上機械室の位置を東側

に移動させるなどの工夫をおこなっ

てきました。 

建物規模が現状よりも大きくなるた

め、同様の条件とすることは困難で
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（元々計画されるのに、建築敷地レ

ベルで計画されること自体、住民軽

視の考え方だと思います）是非、納得

のできる計画をしていただき、現状

維持の日照時間保持をお願いしま

す。 

すが、これらの配慮を重ねて計画を

進めておりますので、ご理解くださ

いますようお願いします。 

１１ その他 敷地が道路で分断されたままの整備

計画に問題はないのか？敷地の一体

的利用ができていないため設備関係

室等、現庁舎と同様に東棟・西棟に

同じ設備等を作ることになる。ま

た、道路斜線制限により１階以外の

各階の高さが抑えられ、天井の低い

執務室やロビーとなってしまってい

る(区ホームページ完成予想パース

参照)。 

中央の区道は、北側の広域避難場所

に指定されている「国士舘大学一

帯」へ続く避難路であり、区役所周

辺の約 52ha に指定されている防災

街区整備地区計画の地区防災施設の

道路となっています。 

本地区計画は、平成 16年の策定当

時、街づくりの視点から地域の皆様

のご意見を頂きながら策定したもの

です。策定以降、建物の不燃化や避

難ネットワークの形成が進み、区域

全体の防災性は着実に向上していま

す。区といたしましても、本地区計

画は安全安心な街づくりに大変有効

であると考えています。 

地区防災施設の整備方針では、「災

害時には避難路や延焼を防ぐ道路と

して、日常は安心して往来できる道

路として、都市計画道路や主要生活

道路に接続する適切な幅員の道路を

整備する」としています。 

本計画におきましても、広場と一体

的な利用ができるよう、自転車歩行

者道を目指すとともに、区民会館の

搬入経路や新たに公用車用駐車場の

出入り口を設けるなど、既存道路を

活かした効率的な計画としていま

す。 

天井高さは現庁舎と同様に梁下で

2.5ｍ以上を確保することとし、執

務スペースは天井を張らず、照明や

空調設備を吊り、待合スペースにつ

いてはルーバーを配するなど、圧迫

感を感じさせない工夫をしていま

す。また、階高を出来るだけ抑える
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ことにより建設コスト抑制の効果も

あります。 

 

 

○設計コンセプト（３件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

１２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 世田谷区庁舎は古く、区民や区の職

員も不便ながらも我慢して長年利用

してきた。世間はどんどん進化して

いきます。今の庁舎を少し改善すれ

ばよいという発想は捨ててくださ

い。10 年後、50年後を見据えて作っ

てください。 

新庁舎は、区民利用の多い窓口を低

層階に配置するとともに、多機能ト

イレ、男女共用トイレを適所に分散

配置し、十分な数のエレベーターを

設置するなど、誰もが利用しやすい

設計としています。また、雨水を活

用したグリーンインフラを整備する

とともに、太陽光発電、災害にも強

い中圧ガスを使用したコージェネレ

ーション（ガスエンジンで発電を行

うとともに、排熱を空調等に活用）

の導入などにより、省エネにも配慮

した庁舎とします。執務空間につい

ては、将来の組織改正や職員数の増

減などに柔軟に対応できるオープン

フロアとし、機能的、効率的な設計

としています。 

１３ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 中庭も第１庁舎も大好きだったの

で、取り壊すと知って残念でなりま

せん。 

古い空間の閉じ込められた貴重な空

間でした。 

本庁舎等整備については、建築後 50

年以上を経過した本庁舎等につい

て、区民サービス面や災害対策面、

環境対策面などで様々な課題や問題

点が明らかになったことから、平成

28年に「世田谷区本庁舎等整備基本

構想」を取りまとめ、本庁舎等整備

を進めてきました。 

また、本庁舎等整備における設計者

選定プロポーザルにおいては、現庁

舎等の空間特質の継承を１つの課題

として挙げ、設計者からの提案を求

め、本庁舎等設計審査委員会におい

て審査をいただきました。その結果、

佐藤総合計画が最優秀者として選ば

れ、この案をベースとし、区民意見

を取り入れながら設計を進めてきま

１４ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 外観にこだわらず、機能的で１つの

建物で用事が済ませられるような構

造にしてほしい。何か所もたらいま

わしはいやだ。 
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した。設計では、区民会館ホールを

保存・改修しながら、①広場を中心

とした建物構成、②交流空間のつな

がり、③ケヤキや池などの豊かな外

部空間、④区民活動の舞台となる区

民会館の４つの点を現庁舎の空間特

質の要素ととらえ、新庁舎の設計に

おいても、これらを継承、発展させ

る計画としています。 

 

 

○配置計画（２件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

１５ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 足が悪いのにエレベーターの場所が

分からない。 

新庁舎では、中庭に面した位置にエ

レベーターを配置し、中庭に面した

部分は壁をガラスにするなど、エレ

ベーターの位置が分かりやすい計画

としています。今後、サイン等の案

内についても検討を重ね、利用する

方に分かりやすい施設整備を進めて

まいります。 

１６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 西側玄関口の件ですが、保健所が車

を着けるためのスペース・経路が必

要ということでした。大きさや頻

度、どんな用途に使うのでしょう

か？ 

保健所において使用する薬品等を搬

入、搬出するための車両を想定して

います。なお、経路については、安

全性確保のため、来庁者の動線と分

離する変更を行いました。 

 

 

○動線計画（２２件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

１７ ｲ ﾝ ﾌ ｫ リングテラスについては、佐藤総

合計画案の目玉の一つであり、そ

れも含めて設計コンペで最優秀と

認められたのだから、テラスの存

在云々を議論する考えは一切ない

ことを強調する。コンペはコンペ

と割り切ってその存在すらもやり

玉に挙げる議論は、数年前からの

協議・審議も否定することとな

り、容認できないことを述べてお

現庁舎等の空間特質の継承は、本庁

舎等整備基本構想において方針の１

つとして掲げており、新たな庁舎整

備においても、ケヤキ並木、ピロテ

ィ、広場、区民会館といった要素や

関係性を保存、継承することで、全

体が一体的につながる空間となるよ

うな配置計画としています。さら

に、新庁舎の建物外観等は、階高を

抑える、上階は壁面後退する、階構
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く。 成で外観を変えるなど、周囲との調

和を工夫しています。 

テラスについては、・東西の棟を２

階レベルでつないでおり、区民、職

員の日常的な移動動線となるこ

と、・通路機能だけでなく、２階レ

ベルの広場機能を併せ持つこと、・

テラス沿いの区民交流スペースへの

閉庁時の動線となること、・テラス

沿いのレストランへの動線となるこ

と、・災害時、１階広場部分を、緊

急車両や物資供給車両のスペースと

する際に、テラスを歩行者用動線と

し、歩車分離を立体的に図る想定で

あること、・火災時などに、テラス

経由で安全な棟に避難できること、

等の理由から、設置してまいりま

す。 

テラスの設えは、車椅子使用者や子

どもが使用することにも配慮し、手

すりを設置し、床はフラットなもの

とするとともに、区民会館ホール前

を除いて車いす同士がすれ違える幅

を確保しています。 

区では、これまでの区民との議論を

踏まえ、区民会館壁面に沿ったテラ

スは既存バルコニーを活用すること

に変更するなど、テラスとしての機

能を確保できる範囲で規模を縮小

し、広場面積を可能な限り広くする

検討を重ね、設計に反映していま

す。 

参考）既存広場面積 約 1,600㎡に

対し、新広場面積（道路、階段除く

天空部分）は、約 1,660㎡※実施設

計段階の数字。基本設計段階では約

1628㎡。 

１８ その

他 

リングテラスには多くの問題点が

あるのではないのか？リングテラ

スそのものが広場の環境を悪くし

ている上に、リングテラスを支え

るために柱が広場に立つ影響で、

広場が狭くなる。今回の佐藤総合

計画案は、リングテラスありきで

庁舎機能の検討が全くおろそかに

されている。 

１９ その

他 

区民会館に関わる景観上の「記

憶」と「空間特質」を考慮し、「リ

ングテラス」の大きさについてさ

らなる見直しをされたい。 

２０ ｲ ﾝ ﾌ ｫ リングテラスは非常時に区民等の

一時避難スペースとなるとしなが

ら、庁舎は免震構造にも関わら

ず、これに接続するリングテラス

テラスの構造については基本設計の

中で検討をおこない、基本設計終了

時点で免震構造としました。 

東西棟を結ぶブリッジは、法令、構
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が非免震構造であることに非常に

問題があると考えていた。リング

テラスの下部にすべり支承を設け

る構造とし、免震装置に相当する

ことは大いに歓迎する。 

当初リング会議の席上で、リング

テラス(平面上での取り合い)のコ

ーナー部を直線ではなく曲線処理

をすることで、柔らか味を出して

ほしいとの要望が出て佐藤総合計

画からもコーナー部に曲線を入れ

るとの発言があったが、いつの間

にか直線での設計となった。リン

グ会議での要望が取り入れられな

いのであれば、会議で発言した言

葉を撤回する理由も明らかにすべ

きである。何のためのリング会議

であったのか？単に「区民に意見

を聞いた」実績を作るためだけの

リング会議であったのか？区及び

設計会社の意図を明確にしなけれ

ば納得できない。強く求めるもの

である。 

造上の制限により耐震構造としてお

り、既存の区民会館テラスも耐震構

造です。これら耐震構造の部分と免

震構造のテラスとは地震時の挙動が

異なるため、接続部分にはエキスパ

ンションジョイント（ＥＸＰ．Ｊ）

を設ける必要があります。接続部分

はいずれもテラスのコーナー部分で

あり、この部分を円弧状にするとＥ

ＸＰ．Ｊや手すりの端部の処理が複

雑になり、不具合を生じる可能性が

あり、また、これを避けようとする

と、テラスの幅が狭くなってしまう

ため、直線状としました。 

第１回リング会議において、各委員

からテラスの形状について様々なご

意見があり、その１つとしてコーナ

ー部分の形状についてのご意見をい

ただきました。設計者からはこれら

のご意見に対して、幅や高さなどを

含めテラスの形状は構造、コストな

ど多くの要素を考慮して決定するた

め、委員からのご意見も参考にして

設計を進めます、という旨の回答を

したものです。 

２１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ リングデッキに４台程度の EV、西

側ピロティに 10-1 程度のスロープ

を、また西口アプローチには、154

号線から踏み込みをとってすぐに

なだらかな広い坂道をつくれば、設

計・デザイン色々遊べて、訪れる人、

老若男女も身体の不自由な人も、妊

婦さんも、立ち止まったり転がった

り、スケッチしたり、鳥のさえずり

を聞いたり、絵になる光景が様々に

展開されることと思います。何とか

検討メニューとして考えていただ

けませんか？ 

西側ピロティ部分に、地下１階から

地上２階のテラスまでのスロープを

設置するご提案につきましては、車

いす方も使用できるスロープの勾配

（1/15）を確保すると、スロープの延

長が約 160ｍ程度となり、これを納め

るためには建物の主要構造部分であ

る梁の位置等を変更する必要があ

り、建物全体の構造に影響を与える

ため、設置は困難と考えています。 

２２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 取り止めになったリングテラスと

広場を繋ぐスロープですが、これは
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西棟 1F ピロティを上下に２F･B１

F、リングテラスのある２F から B

１F まで、外周りにスロープを配置

すれば、必要な機能が確保できます

ので、解決できると思うのです。こ

のスペースは上下を繋ぐ階段が配

置されているのと２Fには区民交流

室が設けられている他は特に諸室

はありませんので、思い切って吹き

抜けを設けたり、階段も螺旋にした

りするとかデザイン的に処理する

ことも可能かと思われます。 

２３ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 西側ピロティにスロープ設置が難

しい理由として、構造上の 2点が挙

げられていますが、誰が言っている

のですか？専門家が言っているの

ですか？できの悪い設計者は、こう

いうことをよく言います。まさか、

庁舎設計の設計者に、そんな人を入

れているはずはないですよね？も

ちろん、無条件に変更できるなんて

何も思ってません。当然ここだけで

なく周辺や他のところへも波及す

るかもしれません。本当に、構造的

に検討して、あまりにもその変更が

大きな影響を及ぼすとか莫大な費

用増大につながるとか、そうであれ

ばきちんと説明していただければ

納得もしましょう。残念ながら、こ

の回答ではほとんど検討していな

いと言われても仕方ない程度でし

ょう。 

２４ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 西棟１階のピロティから２階･地下

1 階に向けてスロープを設けるこ

と、西棟地下１階西端部(現在保健

所)にレセプションと EV を設ける

こと 

２５ そ の

他 

歩行弱者を無視した中庭の大階段

は存在意義がありません。不要では

ないでしょうか？1／2 階に区民が

広場の階段につきまして、基本設計

では、ステージ機能を踊り場に持た

せた大階段としていました。区とし
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多く利用する機能を集めているの

であれば、やはり、何らかの形で１

階２階間のスロープが必用だと思

います。光明学園では校内に長いス

ロープが設置されています。 

 

ても、ユニバーサルデザイン環境整

備審議会でいただいた「本計画にお

いて提案されたスロープを設置した

からといってユニバーサルデザイン

ではない」というご意見の主旨を重

く受け止めるとともに、世田谷リン

グ会議等でのご意見も踏まえ、広場

の階段を無くすことも含めて検討し

た結果、ステージ機能は、広場自体に

持たせることとし、階段は規模を縮

小し機能的な形で設置することとし

ました。 

また、広場からテラスへのスロープ

については、ユニバーサルデザイン

環境整備審議会、世田谷リング会議

等のご意見も踏まえ、高さ 4.8 メー

トルのテラスまで約 80メートルのス

ロープを上る必要があり、テラスに

上がる経路として選択されることが

少ないと考えられる点、スロープを

設置することにより、テラスの幅が

狭くなってしまう点、区民交流スペ

ースからの広場の見通しが悪くなる

点などから、設置しないこととしま

した。 

なお、西側のスロープについては、途

中に休憩スペースを設けるなど、み

どりを鑑賞しながら緩やかに広場へ

続く空間として整備します。 

なお、広場には腰掛けられるベンチ

等を配置し、すべての人の憩いの場、

交流の場となるよう、整備していき

ます。 

２６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ リングテラスのもの（スロープ）は

審議会等の意見を聞いて取りやめ

にしたといいますが、「 スロープが

長く、テラスに上がる経路として選

択されることが少ないと考えられ

る」と言っておきながら、「新たに

勾配の緩いスロープとエレベータ

ーを設置することにより、選択肢を

増やすことができたものと考えて

います。」と仰る。しかも、現在と比

較して選択肢が増えたと言ってい

ますが、何故比較が必要なのです

か、全く無関係！エレベーターはと

もかく、スロープが本当に利用され

ると思いますか？車椅子で U ター

ンを繰り返すのはつらいものです。

何よりも、見た目のデザインが面白

いからと言ってそれを使う気にさ

せるかどうかは別の問題です。少な

くとも、私が聞いた車いす利用の人

たちは、笑っていました、使いませ

んよと。 

２７ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 残念ながらＵＤ に関する基本的な

考え方がどうも不足しているよう

に見える、その典型ではないかと

思ったからです。何度も議論を重

ね、専門家や身体の不自由な方々

の生の声も聴き、区民の声も様々

にあったと思うのですが、結果と

して反映されていないのは、どこ

に問題があるのか？これを明らか

にしないとどんな意見や助言があ

っても、表面的に変わるだけでは
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ないかと危惧します。ＵＤ 審議会

において、名言があります。 

･････最初からスロープがない前提

でつくられたデザインのものに、

後でスロープをつけることによっ

て対応した形というのはユニバー

サルデザインではないです。バリ

アフリーです。 

ユニバーサルデザインは、もとから

の設計の段階で多様な人々が幸せ

を感じられるものづくりだと思う

ので、ＵＤの観点からすると厳しい

ところがあるのかなと。基本から考

え方がしっかりしていないと、後付

けで対応しても、取って付けたよう

にしかならず本質的な解決にはな

らない、ということだと思います。

｢ユニバーサル｣が実現するのは相

当に困難な課題であることは重々

承知しているつもりです。だからこ

そ、どうすれば具体化できるか、そ

の想いと努力が問われるのだろう

と思います。これまで紹介されてき

たパースの中に、広場のイメージが

あります。そこでは､パースの説明

を次のように書いています。『元気

な人しかいないんです。お年寄りも

車椅子に乗った人も、バギーのお母

さんも。だから、腰かけたり休憩し

たりする必要がないんでしょうね。

そんな新庁舎でいいのでしょう

か？』この表現の中に含まれない

方々がまだいっぱいおられます。申

し訳ないなと思いながらも、残念な

ことに、網羅していては紙面も不足

しますが、読まれる方も疲れてしま

います。致し方なかく、端折らせて

いただいています。 

２８ その

他 

リングテラスには多くの問題点が

あるのではないのか？イベントで

はリングテラスと広場は一体的に
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利用できるものとされているが、

車椅子の人は健常者と一緒に広場

からテラスに上がれない。エレベ

ータに乗るにも遠くまで行かなけ

れば上がることができない(閉庁

時)。ＵＤの観点からも大きな問題

ではないのか？ 

２９ ｲ ﾝ ﾌ ｫ バリアフリーについて、車いすの人

のためにはいろいろ考えているよ

うですが、杖を頼りに歩く人のため

のバリアフリーもお願いします。例

えば、車いす用の昇降機を杖の人も

使えるようにしてほしい。先日区民

会館の集会室へ行くときに聞いた

ら車いすのためのものだからダメ

と言われ、階段を一段一段上がらな

ければならなかった。 

新庁舎においては、東棟、西棟ともフ

ロアに分散してエレベーターを設置

することにより、車いすの方はもと

より、杖を使用されている方も容易

に上下階の移動ができる計画として

います。 

３０ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 大型 EV ではないが、台数を多くし

ているという説明であったが、閑散

期は良いだろうが、繁忙期やイベン

ト時は利用頻度が高くなる。現在 EV

は、障害者・高齢者のみならずベビ

ーカーや一般の方が利用するのは

当然となっている。すべてとは言わ

ないないが、過半数以上の EV を大

型化すべきである。さらに、地下駐

車場からの EV の数が少ないように

思われる。EVのみならず、利用者の

動線や人数の検討を再度行うよう

要望する。 

エレベーターは、区民会館などの部

分的なものを除き、西棟に５台、東棟

に５台ずつ設置します。サイズは、西

棟、東棟に、定員 26人の、幅 1.8ｍ、

奥行き 2.0ｍの大型エレベーター（火

災時も稼動するエレベーター）を１

台ずつ、定員 15 人の、幅 1.6ｍ、奥

行き 1.5ｍのエレベーター（既製品の

中では最大級）を４台ずつとしてい

ます。車いす利用者の方々が同時に

グループで移動される際は、複数回

に分けて昇降いただくなど、ご不便

おかけすることもありますが、ご理

解をお願いします。 

なお、大型エレベーターについては、

介助が必要な方の火災時の避難にも

利用します。通常の運用に際しても、

介助が必要な方が優先的に案内され

るよう、福祉的な対応を職員含め周

知していきます。 

また、西棟地下２階の来庁者用駐車

場利用者がエレベーターを利用する

場合は、駐車場に近接した２台をは

３１ その

他 

EV の箱は、全て非常用として示さ

れている奥行き２ｍのサイズにし

てください。1.5m の奥行きでは乗

れない特殊車いすもあります。非常

時に必ず非常用の大型 EV に乗れる

保証はありません。 

ノーマライゼイションプランの理

念、また、ユニバーサルデザインの

考え方に則った計画で進めてくだ

さい。世田谷区民として、少数だか
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ら、あるいは利用頻度が低いから排

除するという考え方が見え隠れす

る庁舎になって欲しくありません。

どうぞよろしくお願いいたします。 

じめ、西棟の大型エレベーター１台

を含む合計５台のエレベーターを段

差のない通路を経由して利用してい

ただけるとともに、東棟及び区民会

館へも段差のない地下２階の通路を

経由して行くことができます。 

今後も、サイン等の案内の検討を重

ね、利用する方に分かりやすい施設

整備を進めます。 

３２ その

他 

エレベーターのサイズについて、世

田谷区本庁舎等整備実施設計概要

(案)によると、設置される常用エレ

ベーターのサイズは、かご開口 

1600㎜、かご奥行 1500mm とあり

ます。このサイズでは、スタンダー

ドタイプの車椅子が 1 台の乗車は

可能ですが、リクライニングタイプ

の車椅子は介助者が後ろに立った

場合、かご奥行 1500mmを超えるた

めに乗車できません。（実際に計測

したところ 1600mm～1700mm ありま

した)無理やり乗車するとなるとエ

レベーター内に車椅子を斜めに置

くことになり、介助者は横のスペー

スに立つことになり臨機の対応が

困難となります。また、斜めに乗車

した場合、他の利用者は、乗車する

ことはできません。もちろんストレ

チャータイプの車椅子は、かご奥行

1500mm では乗車できません。 

また、非常用のエレベーターはかご

開口 1800 ㎜、かご奥行 2000mm で

ストレッチャー対応とありますが、

長さ 2000mm を超えるストレッチ

ャーもあり不安です。エレベーター

のサイズについては、単に車椅子が

乗れるサイズかどうかの問題もあ

りますが、エレベーターは一般の方

も乗車します。お互いに気持ちよく

乗車できるかの視点も重要です。車

椅子の乗車がスムースではなく、一

般の方がイライラしたり、車いすの

方が負い目を感じてしまっては、共

生社会の実現に水を差してしまい

ます。 
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３３ その

他 

エレベーターの台数について、世

田谷区本庁舎等整備実施設計概要

(案)によると、設置されるエレベ

ーターは、東棟(楽屋用除く)で常

用エレベーター ５台、非常用エレ

ベーター１台。西棟で常用エレベ

ーター５台、非常用エレベーター1

台となっています。説明会では、

十分な台数を揃えた、非常用エレ

ベーターを増やすことは構造上困

難等の説明がありましたが、何を

根拠としているかが不明瞭です。

現状でも「(2)エレベーターのサイ

ズについて」で説明した事態は起

こりえますし、今後障害のある方

やご高齢の方の車椅子利用が増加

することを考えれば、とても十分

とはいえません。           

また、非常用エレベーターを増や

すことが構造的に出来ないという

説明も納得いきません。図面を見

ますと非常用エレベーターの設置

スペースと同規模のスペースを有

する常用エレベーターの箇所も見

受けられます。可能な限り常用エ

レベーターから非常用エレベータ

ーへの変更をお願いします。 

３４ その

他 

本年２月 12 日の世田谷区障害者福

祉団体連絡協議会に対する世田谷

区の「世田谷区本庁舎等整備実施設

計概要(案)」に関する説明会におい

て、連協の複数の出席メンバーか

ら、本庁舎の各フロアに並べて設置

される２基のエレベータの寸法を、

両方とも非常用とされる寸法のか

ごの横幅が 1.8メートル、奥行きが

２メートル、扉の幅が１メートルに

すべきという意見に対して、区の整

備２課長が「できない」と答えたこ

とは全く納得できません。現在、車

いす利用者の多くが直面している
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のが都市構造の中での垂直移動に

かなりの制限を受けていることで

す。これは 10 数年前と違い、子育

て世代のベビーバギーの普及や一

般の方の大きなキャリアーバック

の利用や、高齢者の外出時の手押し

車利用が広がっていることから、垂

直移動のエレベーターが込み合う

ことが多くみられます。特に区の本

庁舎など多くの車いすの方々や、そ

の団体での利用を考えたときに、ま

た特に非常時の場合を考えれば、も

ともとエレベーターが２基でも足

りないし、その寸法はすべて、非常

用とされる寸法が必要だという認

識を持ってもらう必要があります。

この問題は、区議会でも十分の検証

していただきたいと思っています。 

３５ その

他 

非常用エレベーター以外のエレベ

ーターもすべてリクライニングの

車いすと付添者が利用できる大き

さを確保していただきたい。 

３６ その

他 

エレベーターの表記(区分)につい

て、世田谷区本庁舎等整備実施設計

概要(案)によると、設置されるエレ

ベーターは、常用エレベーターと非

常用エレベーターの２種類がある

と説明されています。常用と非常用

の区分けは、停電など災害時に動く

か動かないかの機能としての違い

を表していると思いますが、利用す

る立場からすると非常用エレベー

ターは非常時にしか利用できない

と受け止めてしまいかねません。新

庁舎完成時には、どちらも利用でき

ることがはっきりと分かる様に常

用エレベーター➡エレベーター、非

常用エレベーター➡大型エレベー

ター(非常時対応型)などの表記が

良いのではないでしょうか？ 
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３７ そ の

他 

地下駐車場からのアプローチにつ

いて、世田谷区本庁舎等整備実施設

計概要(案)によると、地下２階の来

庁用駐車場には車いす使用者用駐

車スペースが２台分ありますが、そ

の駐車スペースから間近にあるエ

レベーターは常用で、スタンダード

タイプを想定されているのではな

いでしょうか？これでは、常用エレ

ベーターに収まり切らない、しかも

移動に時間がかかるリクライニン

グタイプやストレッチャータイプ

の車椅子は、構造のわかりづらい地

下通路を 50 メートルから東棟の場

合は 100 メートル以上も移動する

ことになります。障害のある方々

は、駐車場を利用される場合が多い

と思います。駐車場に隣接するエレ

ベーターこそは、常用ではなく非常

用(大型)エレベーターであるべき

だと思います。 

３８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 西側玄関周りの建物(地下１ 階)の

入り口、入れば保健所になります

が、ここを入ってエレベーターの位

置や経路等を訪ねる人に対して、保

健所職員の方が応対していただけ

るとの回答でした。業務に支障が出

ないか、気になります。 

区役所西通りからのアプローチ動線

については、来庁者の方に分かりや

すい案内ができるよう、サイン計画

など引き続き工夫を重ねていきま

す。 

なお、ご意見をいただいた地方分権・

本庁舎整備対策等特別委員会の答弁

では「いろいろな方が入ってくると

思うので、動線の工夫など、うまく整

理していきたい」といった趣旨の発

言をしております。 

 

 

○区民機能（７件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

３９ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 区民交流スペースに関する区民参

加を促進するためにも、WS の結果

を早く公表してください。区民が企

画運営する場を切り盛りしていく

ワークショップの結果は区のホーム

ページに掲載しています。 

http://www.city.setagaya.lg.jp/ 

mokuji/kusei/002/002/002/d00183 

http://www.city.setagaya.lg.jp/
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のは、知識もさることながら、高度

の意見調整能力が求められるはず

なので、人材育成から始めないとい

けないため、時間を要すると思いま

す。 

198.html 

４０ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 生活文化部で進めていると市民活

動団体等のヒアリングについて、コ

ンサルはどこが選定されたか。 

ワークショップの検討会支援につい

ては、一般財団法人世田谷トラスト

まちづくりが受託しています。 

４１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 世田谷区民会館ホールの隣のレス

トランけやきはメニューや価格が

気に入っているので残してほしい。 

世田谷区民会館に併設しているレス

トランについては、１期工事の区域

となっており、本庁舎敷地内におい

てその代替場所がないことから、や

むなく閉店となりました。 

新庁舎においては、東棟２階に広場

を望むレストランを設置する計画と

しており、引き続き、運営事業者選定

のための準備を進めていきます。 

４２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 食堂のけやきについて 60 年近く市

民に親しまれた憩いの場として機

能してきたことを考えるときに、庁

舎建て替えと共に「閉店」というの

は経営者、行政のそれぞれの都合が

あることは推定できるにせよ、議会

等公の場で市民の視線から議論が

なされたのか否か。もしされないま

ま閉店止む無しとするのは、いかに

も市民のコミュニティ形成を無視

した話ではないか。 

４３ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 庁舎がキレイになるのはうれしい

し、区民だけでなく区職員や区

勤、区学、それ以外の人に喜んで

いただける空間を希望していま

す。また、レストランにも現店よ

り席数が２倍もうれしいです。 

トイレのことですが、ニオイ対策や

時間毎の衛生チェックにも取り組

んでほしい。前述のレストランもそ

うですし、コンビニやカフェも要望

します。ドラッグストアもあり。 

新庁舎では、広場を囲むように東棟、

西棟、区民会館を配置し、ケヤキ並木

を保存・延伸するなど、既存庁舎の空

間特質を継承するほか、屋上緑化を

施し、東棟１階には区民交流スペー

スを配置するなど、より皆様に親し

まれる空間を整備します。 

また、東棟２階に広場を望むレスト

ランを設置する計画としており、東

棟１階に整備予定の売店も含め、引

き続き、運営事業者選定のための準

備を進めていきます。 

なお、トイレの清掃等については、来

庁者の皆様に快適に利用していだけ

るよう、今後、事業者へ委託する仕様

などを検討します。 

４４ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 西棟と東棟をつなぐ地下通路に、

区が所有する美術品を展示するス

西棟地下２階には来庁者用駐車場を

配置しており、地下通路は駐車場か
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ペースを突然に計画したが、区民

のほとんどが利用することがない

地下通路に展示スペースを設ける

のは無意味である。美術品展示で

あれば、東棟 1階の区民交流スペ

ースか区民会館エントランスホー

ルにそのスペースを確保するべき

であり、区民がほとんど利用しな

い場所に展示スペースを設置する

ことは無駄遣いである。 

ら東棟の庁舎、区民会館へ訪れる区

民の主要な動線となることから、区

の所蔵する美術品等を展示するスペ

ースを設置し、区民が美術品を鑑賞

できる空間としています。区民会館

エントランスホールや庁舎エントラ

ンスホールから、地下２階の展示ス

ペースへと誘導する案内も工夫して

まいります。なお、区民会館ホールの

ホワイエも美術品を展示するスペー

スとして計画しています。 

４５ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 今、山崎小で工芸教室など開いて

いますが手狭なため、新庁舎でも

工芸や絵画の会など開けるアート

室を作ってください。 

新庁舎には、東棟の１階に区民交流

スペース、２階には閉庁時に区民の

方に利用していただける区民交流室

も配置しており、様々な区民活動の

場として活用できる計画としていま

す。 

 

 

○防災計画（５件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

４６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 車いすが入ることのできる非常用エ

レベーターが東西の各棟に１台ずつ

あり、籠（カゴ）は大きいように見

えるが、これで避難計画は成り立ち

ますか？ 

新庁舎は免震構造としており、震度

６程度までエレベーターの使用が可

能な構造で、火災時や停電時にも非

常用発電により稼働する幅 1.8ｍ、

奥行き 2.0ｍの大型のエレベーター

を１台ずつ設置しており、災害時に

もエレベーターを利用した避難が可

能です。この大型エレベーターは、

災害時は、運転が切り替わり、東棟

地下１階の防災センターのコントロ

ール下におかれ、エレベーター内や、

エレベーターホールと通信を行いな

がら、階段での避難が困難な方の搬

送に使用します（定員：車椅子３台、

介助者２名程度。）。 

通常の運用においても、介助が必要

な方が優先的に案内されるよう、福

祉的な対応を職員含め周知していき

ます。 

４７ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 非常用 EV 等で車いす等利用者の避

難が、本当にできるとお思いです

か？しかも、東西棟に各１基しかな

い。２階は非常時の EVがどんどん通

過していきます。健康な人は階段で

降りられますが、上層階の避難が終

わるまで通過しますので待たされま

す。そのために待機場所をつくった

のですか？何故通過するか、理由は

わかりますね？これをルールをつく

って守れますか？ 

４８ その他 災害時の対策として、窓口の多い２

階からの非常用スロープを設置して

いただきたい。 



20 

 

４９ その他 一時避難スペースは、リクライニン

グの車いすが避難できる広さを確保

していただきたい。 

一時避難スペースは、東棟地下１階

の一部階段を除き、各階段・各階毎

に車椅子が２台以上退避できるスペ

ースを確保します。また奥行寸法が

２ｍ以上ある退避スペースを各階毎

に設け、リクライニング式車いすも

一時退避が可能な計画としていま

す。 

５０ その他 防災上の配慮からも、仮設庁舎の機

能性・安全性確保の措置をとられた

い。 

本庁舎等整備においては、工事期間

中も、戸籍や福祉などの行政サービ

スは、基本的に、現庁舎のこの場所

で新旧庁舎を使用しながら業務を継

続しますが、敷地内での各部署の移

転の繰り返しをできるだけ円滑に行

い、工事期間全体を短縮するため、

また、駐車場不足などを解消するた

め、都市整備領域等、一部の部署は

本庁舎敷地外の仮庁舎へ移転する計

画としています。 

本庁舎等整備工事期間中における災

害対策機能の継続は、重要な課題と

して捉えており、引き続き関係所管

と連携のうえ、既存庁舎、仮庁舎に

おける災害時の対策、体制を検討し、

安全性を確保していきます。 

 

 

○区民サービス・執務環境計画（１２件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

５１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 自転車置き場を広めに作ってほし

い。世田谷区は人口が多いので。

雨に濡れないような構造にしてく

れると助かります。 

来庁者用駐輪場は、東西を中心とし

た庁舎への動線に配慮し、庁舎敷地

入口付近に、現状から約 90台分増や

し、312台分を分散して設置します。

そのうち約半数については屋根の下

に設置しています。 

５２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 世田谷区役所第 1庁舎の受付近く

の給茶機は新庁舎になっても利用

したいので残しておいてほしい。 

東２期棟１階、西２期棟１階、西３期

棟１階に設置する予定です。 

５３ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 実施設計概要案の窓口パースにつ

いて、誇らしい新庁舎のイメー

待合空間の什器については、ユニバ

ーサルデザイン検討会等でも考え方
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ジ？題は窓口。私は待合コーナー

かと思いました。恐らく西棟２ 階

保健福祉部の光景だと思います

が、通路と待合が混然としている

ようです？椅子は肘掛で分割して

いますが、身体の自由が利きにく

い人たちのために１ 列は肘掛なし

ですよね？バギーの子ども連れは

何故描かれないのでしょう？バギ

ーのお母さん方は概ね元気ですの

で、置き場は余裕をもって台数を

確保してほしいものです。どこに

あるのでしょう？残念なことです

が、パースには作成者(指示者)の

想いや心配り等すべてが出てしま

います。これでいいのでしょう

か？ 

を示し、ご意見をいただいていると

ころです。今後什器を購入するタイ

ミングで、障害当事者のご意見や窓

口業務の実情なども踏まえ、仕様を

検討していきます。また、ご指摘のパ

ース図については、西１・２期棟２階

国保・年金課、保険料収納課の窓口・

待合空間をイメージしたものになり

ます。小さなお子様連れの来庁者が

多い窓口には、ベビーカーの入るカ

ウンターなどを設けます。 

５４ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 庁舎整備担当課の職員の皆さんや

佐藤総合計画の設計等スタッフの

方々が、鋭意努力されているのは

理解しているつもりです。その一

例として、ユニバーサルデザイン

検討会が持たれています。これ

は、ＵＤ 所管の都市デザイン課が

主催者となって、庁舎計画のＵＤ 

的課題をテーマに設け、設計陣が

身体の不自由な方々や専門家等の

アドバイスを受けるというもので

す。一昨年 10 月から昨年６月ま

で、都合５ 回開催されています。

結論から言いますと、この検討会

が機能していればもっとよくなっ

ていた、と思われることです。議

事録等も見れば、しっかりと議論

されているとは思いますが、結果

としてそれがうまく反映されてい

ない、ということになります。助

言はあっても、それが的確かどう

か、逆に言えば、設問が具体的

か、等々に左右されるものかもし

れません。ここでは、結果に反映

分かりやすい施設の誘導案内サイン

や、施設情報の発信、伝達方法の検討

は、引き続き、重要な課題と考えてお

ります。 

今後とも、専門家の参加のもと、専門

的見地からアドバイスをいただきな

がら、検討を重ね、すべての人に分か

りやすく、利用しやすい、人にやさし

い庁舎整備を推進してまいります。 
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されていないと思う私の一存で話

を進めていますが、違うという方

もおられることだと思います。し

かし、新庁舎は、これから建築確

認を行い、解体･着工を繰り返し、

初めに使えるようになるのが令和

５年夏、すべてが完成するのが令

和９ 年夏です。実は、この間に、

ＵＤでは重要なことがあります。

それはサインです。その他、詳細

設計をする中で、ボタンの位置や

建築素材･色彩の選択等々、またほ

ぼ出来上がった現場での調整･試行

錯誤等が必要になることもありま

す。それこそ、きめの細かい丁寧

な対応が成否を決めます。これら

のことは、相当に詳しい専門家が

それぞれの持ち分を合わせて初め

て良いものができるという、極め

て難度の高いものと理解します。

設計者が自惚れたり安易に取組ん

でしまうと、取返しのつかない、

使い難い‟辛‟庁舎になってしまい

ます。 

是非とも、世田谷区のＵＤ 審議会

には有能な専門家がおられますの

で、身近な専門家を起用して、サ

イン等を充実したものにしていた

だきたいと思います。 

５５ その

他 

来庁者の利便性・安全性の配慮の

ためにも、一層のバリアフリーや

免震構造上の措置に関わる安全性

確保を図られたい。 

本庁舎等整備においては、整備の基

本的方針の一つとして「すべての人

に分かりやすく、利用しやすい、人に

やさしい庁舎」を掲げ、ユニバーサル

デザインに配慮し、設計を進めてき

ました。 

基本設計、実施設計の段階では、障害

当事者の参加によるユニバーサルデ

ザイン検討会においてトイレ、窓口、

避難、サイン、段差解消などをテーマ

として、また、世田谷リング会議にお

いては障害者団体から委員２名を推
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薦いただき、ユニバーサルデザイン

の観点から、それぞれご意見をいた

だきました。 

また、基本設計（案）、実施設計（案）

のとりまとめの際には、区内障害者

団体への説明会を実施し、多くのご

意見をいただきました。 

本庁舎等整備の実施設計には、これ

まで当事者の方からいただいた様々

なご意見を反映させています。今後、

工事着工後の段階においても、サイ

ン計画等について、ご意見をいただ

く機会を設ける予定としています。 

また、本庁舎は免震構造であるため、

地震の直後から災害対策活動に必要

な機能を果たすことができる建物と

しています。実施設計段階でテラス

部分も免震構造とする変更を行い、

さらに安全性を向上しました。免震

構造の建物は、地震時に地面との揺

れの差を吸収するエキスパンション

ジョイントを建物周囲に設置するこ

ととなります。地震時には、この部分

が稼働するため、サイン等による注

意喚起を行うなど、利用者の安全性

にも配慮していきます。 

５６ その

他 

多機能トイレについて、現庁舎の

第一と第二庁舎は車いすでも利用

できる多機能トイレがなく、また

は老朽化しており、大変不便な思

いをしていました。第三庁舎によ

うやく多機能トイレが設置されま

したが、使用中の場合が多いのが

実態です。 

世田谷区本庁舎等整備実施設計概

要(案)によると、各フロアのトイ

レ設置場所に各１箇所ずつ多機能

トイレが設置されるようですが、

現在の第三庁舎の多機能トイレの

利用状況を考えた場合、混雑解消

とはならないと思います。また、

新庁舎では、労働安全衛生規則に基

づき、男女トイレを設置するととも

に、トランスジェンダーや障害者（オ

ストメイト機能含む）、子ども連れの

利用者に配慮した各種機能を備えた

トイレを適切に設置しています。 

多機能トイレについては、東棟の６

階以上など、ほかのフロアに比べて

床面積の小さいフロアは１か所とし

ていますが、来庁者が訪れる機会の

多い執務フロア（東棟２～５階、西棟

１～５階）には、東棟、西棟それぞれ、

フロア内に２ヵ所ずつ設け、水平移

動により使い分けができるよう、配

慮しています。また、すべての多機能
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通常トイレは男女別であるのに、

障害のある人が主に利用する多機

能トイレが、男女兼用であるのは

理解に苦しみます。トイレ設置場

所には、男女別々の多機能トイレ

の設置をお願いします。 

トイレをエレベーターに近接して配

置することにより、フロアをまたぐ

移動にも負担を軽減する工夫をして

います。 

なお、多機能トイレは、スペース確保

の物理的な課題のほか、性別の異な

る介助者と一緒に使用することも想

定されるため、男女別ではなく、男女

兼用としています。 

５７ その

他 

オストメイトは健常者と比較して

トイレの使用時間が長い。使用中

で、しかも待つひとが一人いる場

合は利用を諦めるか他所への移動

を余儀なくされる。 

オストミートイレを同一場所に複

数設置するのはスペース的に無理

がある。 

従って【空き】が一目で分かるよ

うな他の場所への案内表示板をト

イレ前に設置して欲しい。 

５８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 車いす対応トイレが少なすぎる。

車いすユーザーが利用したいと思

ってもフロアの車いす対応トイレ

が使用中の場合は、違うフロアに

移動しなければならない。もちろ

ん EVを使ってである。最低でも 1

フロアに２つ以上の車いす対応ト

イレを設置していただきたい。 

５９ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 多目的トイレは自動ドア(ユニバー

サルデザインのもの)にしてほしい

です。 

多機能トイレは、ユニバーサルデザ

インの考え方に基づき、850mm以上の

開口を設けられる引戸とし、車いす

使用者の利用にも配慮するととも

に、区民利用の多い３階までの低層

階では、自動ドアを設置します。 

６０ その

他 

手すりの必要な場所をあらゆる障

害当事者に聞き、必要な場所への

しっかりと体重のかけられる手す

りを設置していただきたい。 

階段、エレベーター及びトイレ内部

など、区のユニバーサルデザイン推

進条例に基づき、目的に応じた形状、

大きさ、寸法等で強固に固定した手

すりを設置します。 

６１ その

他 

飲料の自動販売機は車いす使用の

ものの設置を原則とし、そのため

に一般の販売機設置スペースより

飲料の自動販売機については、来庁

者や職員の利用が一定程度見込まれ

る次の場所に設置する予定です。 

西棟：地下２階来庁者用駐車場付近、
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幅の広いスペースを確保していた

だきたい。 

地下１階、１階（３か所）、２階（２

か所）、４階 

東棟：地下１階、２階、４階、６階、

10階 

区民会館：地下１階（集会室付近）、

１階（２か所） 

また、設置にあたっては、補助ボタン

が低位置にあり、楽な姿勢で購入商

品を取り出せる等の機能を備えたユ

ニバーサルデザインの自動販売機を

検討していきます。 

６２ その

他 

現在作業所等の製品の販売スペー

スが確保されていますが、さらに

拡充して就労支援の喫茶等のスペ

ースを確保していただきたい。 

新庁舎においても、東棟１階の区民

交流スペース内に福祉作業所等で作

成された施設製品を販売するスペー

スを設けます。また、区民交流スペー

スの受付カウンターにはシンク等の

設備を設ける予定です。 

 

 

○環境計画（１件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

６３ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 屋上緑化が相当に緑化率を稼いで

いるようですが、メンテナンスや

ライフサイクルコストの考えは整

理できているのですね？まさか、

防水シート等の保証期限が過ぎた

ら、どのようにして維持していく

のか、永年業者に保証させるの

か、保証を犠牲にするのか、屋上

緑化を移動して防水工事そして復

旧と金に糸目は付けないお役所仕

事か？ 

屋上の防水については、屋上緑化を

整備することを考慮し、耐久性の高

い防水材を選定することにより、防

水の改修サイクルをできるだけ長く

する計画としています。防水改修工

事を行う場合には、屋上に設置され

ている設備類を一度撤去する必要が

ありますが、屋上緑化はパレット等

が再設置可能な製品を採用しており

ます。また、屋上緑化には自動潅水装

置を設け、日常的なメンテナンスコ

ストの低減を図ります。 

 

 

○平面計画（３件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

６４ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 東棟東側面の地下１・２階のほぼ

中央部に計画している通路(？)は

何のための構造物か？同地点の地

当該部分は、地下２階に設置された

電気室・機械室と地下 1階の集会室・

練習室などの居室の換気のために必
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上部は池のある場所であり、なぜ

地下部にのみ通路(？)が必要なの

か？全く説明も無ければ、今まで

の会議資料に記載されていなかっ

た構造物である。 

要な空間であり、池とは直接干渉し

ない位置に計画しています。この空

間は、平成 31 年３月に開催した基本

設計（案）説明会や令和元年 10月に

開催した条例説明会の資料として公

表している地階平面図に表示してい

ます。 

６５ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 議場の傍聴席数 100席は現在の傍

聴人数実数からみて多すぎると思

うが、現在までの傍聴人実数を把

握しての席数を設計しているの

か？また、配置上で前席に移動す

る縦方向の通路が両端にのみしか

設けていないのは不便である。現

議場の傍聴席は中央部にも縦の動

線があると記憶しており、席数を

減にしても傍聴者に対して優しい

座席に設計すべきである。少なく

とも椅子は硬いベンチ式ではな

く、メモをとることができる程度

の折り畳み式の台程度は欲しい。 

現在の議場の傍聴席は約 70席ありま

すが、傍聴希望者が多い時には席が

不足することもあります。こうした

状況等を踏まえ、席数を増やしてい

ます。また、動線については、ご意見

を踏まえ、計画の見直しを行ってい

ます。 

いずれにしても、ご意見等を参考に、

より区民に開かれた区議会となるよ

う、整備を進めていきます。 

６６ その

他 

議会場での手話通訳の立ち位置は

２ヶ所用意してください。（ビデオ

撮影→スクリーン投影も２ヶ所ど

ちらかでできるようにする） 

発言者（議員）のそばに通訳者が

いた方が理解しやすい。視野が定

まって疲れにくいため。 

区議会事務局とも共有し、運用の中

で配慮していきます。 

 

 

〇立面・断面計画(１件) 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

６７ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 実施設計概要(案)立面図の区民会館

の前に謎の白い柱があるが、これは

何か。 

テラス北側のブリッジ部分に設置す

る屋根を支える柱を示しています。 

 

 

○世田谷区民会館整備計画（８件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

６８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 客席ホール周囲の廊下全体を前室 ホワイエや外部からホール内に音が



27 

 

と考えるとの意見について 

⇒廊下全体を前室として遮音効果

が期待できると考えるのは無理が

ある。廊下の窓をふさぐ説明をして

いるが、ならば一層廊下の照明が必

要となり光が客席に入る可能性が

大となる。(一枚扉であるが為) 

なお、許されるのであれば設計会社

の考えを教えていただきたい。 

伝達する経路となる部分に遮音性能

を持つ扉が２枚あれば、室形状を問

わず遮音上は有効であると考えま

す。上演中は廊下（前室）の天井照明

を消灯すること、また安全な通行の

為に必要となる足元灯についてはホ

ール内に直接光が入らないような配

置とすることで、上演中のホール空

間の暗さを確保できる設計としてい

ます。 

６９ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 客席内に階段を設けると席数が大

きく減少するとの意見について 

⇒実際にどれだけ減少するのか？

ステージ前面のスライド部は普段

は客席としてカウントしているの

では？現設計では２階の席周辺の

客席をなくしているが、この場所を

どう生かす計画か？ 

なお、許されるのであれば設計会社

の考えを教えていただきたい。 

区民会館ホールの前室の階段を、前

室でなく、ホール内部に設置した場

合、階段及び通路の面積分の 30～40

席程度の座席数が減少します。なお、

２階の両脇には客席を配置します。 

７０ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 段床の改修で躯体の撤去は行わな

いとの意見について 

⇒躯体の撤去(というか改修)をし

ないで客席の下にトイレを構築で

きるはずがない。少なくとも段床を

支える新たな躯体が必要と考えら

れ、回答になっていないと思われ

る。 

現状の段床下には倉庫として利用し

ている空間があり、この空間を利用

してトイレを設置する計画としてい

ます。 

７１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 音響を優れたものにするために、プ

ロセニアムの高さを高くしたり、客

席の軌跡を確保、反射板を設置する

などの意見は会場音響のために当

然設置すべき内容であり、入口部に

前室を設けて二枚扉にするとの要

望の答えになっていない。 

なお、許されるのであれば設計会社

の考えを教えていただきたい。 

ご指摘のようにホールの音響性能向

上と遮音措置とは個別に考える必要

があります。ホワイエや外部からホ

ール内に音が伝達する経路となる部

分に遮音性能を持つ扉が２枚あれ

ば、室形状を問わず遮音上は有効で

あると考えます。 

７２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 当方がリング会議のグループ討議

で申し述べた内容を改めて書きま

す。 

ホール中段の出入り口部分は手すり

の設置に加え、出入り口から階段ま

での踊り場スペースをできるだけ広
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出入口 900 ミリの観音開き戸を開

けて(出入口が 1800 ミリとなる)す

ぐに直角方向に折れて、幅 900～

1000 ミリの階段で客を誘導する設

計は事故等トラブルが発生する可

能性が高いと言わざるを得ない。階

段部には安全に配慮した手すりを

設けることは当然であり、階段の有

効幅＋手すり構造物の厚さを考慮

すれば、階段横の通路(舞台前に行

く通路)がさらに狭くなる。何とし

てでも階段にするのならば、少なく

とも出入口扉幅の倍 1500 ミリは確

保してほしいので通路幅がさらに

狭くなってしまう。老若男女、子ど

もも含めた観客を収容するホール

の出入口であり、仮にトラブルの要

因が設計構造上にあると指摘され

ないよう、何とかして客席中央に二

枚扉を持った前室から席に着くよ

うな設計にしてほしい。 

なお、許されるのであれば設計会社

の考えを教えていただきたい。 

げ、安全に通行ができるようにして

います。また、扉を約 180度開いた時

には踊り場部分の有効幅は 1,000 ミ

リ程度となりますが、階段の有効幅

は 1,200ミリ程度確保しています。 

また、現在の区民会館ホールはホワ

イエにある階段の安全性の問題から

２階の出入り口がほとんど利用され

ていませんが、改修後はこちらも利

用ができるようになるため、観客の

出入りを分散させることが可能にな

るものと考えます。上演中は廊下（前

室）の天井照明を消灯すること、また

安全な通行の為に必要となる足元灯

についてはホール内に直接光が入ら

ないような配置とすることで、上演

中のホール空間の暗さを確保できる

設計としています。 

７３ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 西側アプローチの階段・スロープの

配置については、中段部の短く細か

く折れ曲げたスロープ部を廃止し

て西側(手前側)に広げることでス

ッキリした構造となったことは評

価できる。 

区民会館ホールへの進入路は相変

わらず狭い巾の階段を介して会場

内に観客を導くことに固執してお

り、終演後の観客の退出動向(行動)

及びその時の心理状況を考えると、

事故を引き起こす要因になる懸念

を払拭することが出来ない。仮にト

ラブルが発生した場合、それが設計

上の欠陥と指摘される可能性も想

定されるので、観客行動・集団の観

客心理をしっかり把握して設計す

べきである。さらに入り口が１枚扉
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であることから、遮音効果をしっか

りと担保すべきは勿論、外通路の照

明が会場内に入ることがないよう

に照明設備の位置配置を設計しな

ければならない。 

７４ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 会場内の観客座席が前後同じ並び

に設計されており(P５のパースで

も同様)、舞台を見る目線が前の客

の頭で見づらい配置となっている。

リング会議の席上で、佐藤総合計画

から前後での椅子の位置をずらす

と説明していたのに、なぜそれを反

故にしたのか。さらに、現在の座席

前後巾が狭くて、椅子に座っている

観客の前を通って隣の席に移動す

るときに窮屈な状況であり、少なく

とも現在の前後巾より 200m/m 以上

広げてほしい。観客席を約 800席前

後とするのだから、観客にとっても

落ち着ける優しい席にグレードア

ップしてほしい。 

客席の配置については、前後の席を

ずらす配置としています。 

また、客席の前後間隔は現状より５

cm広げた 95cm、座席幅も現状より７

cm広げた 52cm とし、最新のホールで

採用される標準的な寸法を確保しま

す。 

７５ そ の

他 

会館の車いす席の数に見合った数

の多目的トイレを男女別に設置し

ていただきたい。（多目的トイレの

利用者は一般的に時間がかかるの

で、機能を分割するなどの工夫によ

る増設が必要です。） 

ご意見を踏まえ、区民会館ホール内

に車いす使用者の方が利用できるト

イレを増設できるよう、工夫してい

きます。 

 

 

○電気設備計画・機械設備計画（１件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

７６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 議場設備として大型スクリーン及び

モニターも必要であるが、会場内の

演壇側と議員席側を撮影する TV 撮

影設備を２台設置することを強く要

求する。リング会議の席上でも要望

したが、議員諸氏の議会活動状況を

区民の前に示すツールとして TV カ

メラを設置すべきである。 

現在の区議会本会議中に、一部であ

いただいた意見は、区議会事務局と

も共有し、今後の参考とさせていた

だきます。 
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るが居眠り・スマホ操作・書籍読書

等の行為を平然と行っている議員が

いることは明らかであり、例え少人

数とはいえ区議としての議会内行動

を放任できる問題ではない。議員の

襟を正させるためにも絶対に TV カ

メラを設置すべきである。 

議員控室の設計で区議の様々な要望

を取り込んだから、議場内での活動

を広く区民に知らせることに不平を

言う区議はいないはずである。 

ごく一部区議の不遜な行為ではある

が、むしろ議員から率先して議場内

の様子を明らかにする手段を提案す

るぐらいの清廉さ・正義感を求めた

い。 

 

 

○建設計画（４件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

７７ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 条例による住民説明会はひとまず

終ったが、中高層条例では工事計

画等の説明も含まれています。 

施工者選定がまだのためやむを得

ないが、長期に亘ることもあり、

その間工事場所も変っていく等も

あり、また騒音振動等の他車両･交

通問題等、安寧の生活環境を脅か

す建設工事は解体工事も重なり、

段階ごとに分かり易い説明が不可

欠だと思います。住民･区民が理解

できる分かり易い工事説明会を開

催してください。 

入札により決定した施工者と令和

２年 12月に契約を締結する予定で

す。施工者が決定した後、工事に

着手する前には工事説明会を実施

する予定です。また本工事は３期

にわたる工事ですので、各工期の

開始前にも説明会を開催すること

としています。 

７８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 区民や来庁者にとって、どのよう

に工事が移っていくのか分かりに

くいと思います。工事の内容もさ

ることながら、最低限重要なの

は、いつの時期にどこで工事が行

われ、その時の仮囲いはどこに設

置され、車両ゲートはどこにある

工期ごとに予定されている工事エ

リア、来庁者の動線などの概要に

ついては、スライドを用いて区ホ

ームページ及び第１庁舎１階にあ

る情報発信の場「Info-Ba（場）」

で公開しています。仮囲いや車両

ゲートの位置などの詳細な計画に
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か。また、自転車置き場等どこが

使えてどこが使えないか、等々の

情報が必要になってきます。分か

り易い図解で説明してください。

HP に常時公開していただきたいで

す 

ついては、今後選定される施工者

と協議のうえ決定し、区ホームペ

ージや本庁舎敷地内への掲示な

ど、来庁者にとって分かりやすい

ご案内に努めます。 

７９ その他 解体と建設をくりかえすという

「ローリング」中の安全確保には

万全の措置をとられたい。 

本庁舎等整備については、現敷地

内で解体と建設を繰り返す工事と

なるため、工事中の安全確保につ

いては大変重要と考えています。

設計においては、各工期における

工事中の歩行者動線等について、

安全性等も含め検討しています。 

また、今後、実施します施工者選

定について検討することを目的と

して設置された検討委員会におい

ても、施工者に求める技術提案の

項目の一つに、「安全な工事計画」

を設定し、利便性に配慮した利用

者動線の確保、安全対策について

提案を求め、評価することが検討

結果として報告されています。区

では、委員会の検討結果も踏ま

え、今後の施工者選定を進めてい

きます。 

引き続き、工事着手に向けて、今

後選定する施工者とも連携しなが

ら、安全確保にしっかり取り組ん

でいきます。 

８０ その他 公契約条例を制定・施行している

自治体として、区内産業振興や地

域経済活性化の観点からも、建設

工事やこれに伴う移転業務等に区

内の事業者を施工体制に取り込む

措置をとられたい。 

本庁舎等整備は難易度も高く、区

としても経験のない規模の事業と

認識しています。そのため、施工

者の選定にあたっては、令和元年

８月の施工者選定手法等検討委員

会の提言を踏まえ、工期、工区、

工種を一括発注とする技術提案型

の総合評価方式による競争入札で

選定することとし、具体的な選定

方法については新たに学識経験者
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等による総合評価等検討委員会を

設置し、検討を行ってきました。 

検討委員会の報告では、総合評価

の評価項目の一つとして、地域貢

献として、区内事業者への発注を

評価項目として設定し、施工者か

ら提案を求め、評価することが検

討結果として報告されています。

区では、委員会の検討結果も踏ま

え、今後の施工者選定を進めてい

きます。 

なお、本庁舎等整備に付随する工

事、業務等については、区内事業

者への発注に配慮していきます。 

 

 

○総事業費（４件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

８１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ コスト上昇についてです。屋上緑化

も広くは含まれますが、ちゃんと検

討しているんだな、納得できる資料

提供・説明をしていただかないと、憶

測を呼んであらぬ方向に行ってしま

います。 

建設費の比較が下のようにリング会

議で出ていますが、分かりにくいで

すね。建設費と解体費を一緒にした

のは何故か、普通の人は何かを感じ

てしまいます。３％だけなのか、VE

や工法材料等の変更や工期の延長等

による影響なのか、大まかな峻別が

必要だと思います。 

移転引越、調査設計がともに２億上

がっていますが、割合からすれば大

きいです。 

特に、プロポーザルで選んでいるの

で、厳密には責任を持たせられない

と思いますが、設計費を上げるのは

相当の理由がいると思います。 

本庁舎等建設費等について、実施設

計での積算においては、工事の施工

手順も踏まえた積算を行うことか

ら、一体で工事発注する想定の解体

と建設をまとめて表示しています。 

本庁舎等建設費等の上昇分につい

ては、基本設計終了時から工事発注

時期までの物価上昇分約３％を見

込んだものです。なお、64ヶ月から

75 ヶ月への工期延伸に伴う増要素

は、工法の変更による減要素により

相殺されるため、建設費への影響は

ほぼないものとしています。建設費

については、今後、実施設計を進め

る中で、引き続き精査していきま

す。 

移転・引越費については、移転が必

要な物量や文書量の精査、工期への

影響のない移転を検討した結果、増

加していますが、引き続き物品や文

書の削減など、移転費用の削減に向

けた取組みを実施します。 ８２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 建設費等が 430 億円から 447 億円
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に上昇。物価上昇分３％を反映との

ことですが、設計変更による増減等

も含め、分かり易く説明していただ

きたい。 

また、調査・設計費は、当初、400

億の工事費の２％の８億円と想定

したものの、設計作業の進捗に伴

い、実際の工事の難易度を反映した

結果、上昇することとなりました。 

８３ その他 プロポーザルで高い評価だった設計

者選定の理由が反故になっていない

か？審査員に大規模公共建築設計の

経験豊富な建築家が不在のまま進め

られたのではないか？佐藤総合計画

が高評価を得ているが、プロポーザ

ル提案の工期から実施設計の段階で

１年４か月延び(工期６年３か月、異

様に長い工期)、必要ないとしていた

仮設庁舎も必要になり、事業費は提

案の約 374億円から、なんと 73億円

も増加していることをどう見るの

か？これらのなし崩し的変更を、誰

がチェックしているのか？ 

本庁舎等整備を進めるにあたって

は、最優秀者となった株式会社佐藤

総合計画のプロポーザル時の提案

内容のうち、特に審査委員会の審査

講評で高く評価された点を区の基

本的な考え方としつつ、区民の利便

性や防災性の向上など、５つの基本

的方針等の実現へ向け、基本構想で

示した設計要件をさらに検討し、機

能や規模、ローリング計画などを精

査してきました。そうした検討の中

で、工期や事業費等については、資

材調達の困難さ、建設業における働

き方改革、物価上昇を加味して区の

判断として見直したものです。 

８４ その他 実施設計案に年間維持管理費の記載

がないのはどうなっているのか？特

別委員会では、委員からの要請もあ

り、新庁舎と現庁舎の年間維持管理

の比較が報告され、光熱水費が約 1.2

億円、管理費が約 3.2 億円増える計

算になる。 

実施設計案では年間光熱水費が 1.2

億円増えることを明記しない代わり

に、床面積 1 平米あたりで換算した

光熱水費を現庁舎と比較した場合は

マイナスになることを示し、いかに

も経費削減であるかのように見せて

いるのは、区民に対し不誠実な態度

ではないのか？ 

諸費用についても議会や区民が、き

ちんと比較、評価ができるように提

示すべきではないか。 

新庁舎の規模は現庁舎より大きく

なるため、光熱水費や管理費は増加

します。財政上は総額が重要である

ことからのご指摘と認識しており

ます。実施設計概要としては、省エ

ネルギーの取組みによる効果をお

示しすることに重きを置き、その効

果を分かりやすくお伝えできるよ

う単位面積あたりの費用比較をご

提示しました。 
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○その他（６件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

８５ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 令和２年２月５日に実施設計案が地

方分権・本庁舎整備対策等特別委員

会で報告されたが、これで実施設計

は確定なのか。 

２月５日の特別委員会でお示しした

実施設計概要（案）をもとに、区議会

でご議論いただくとともに、この間

に区民の方からいただいた意見等も

参考に、今回、実施設計概要としてま

とめました。 

今後、これをもとに、建築基準法の手

続きや、施工者選定の準備を進めて

いきます。 

８６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 実施設計概要のとりまとめというこ

とで、区民説明会は行わないのか。 

本庁舎等整備については、整備のプ

ロセスそのものが区民の参加と協働

によるものとなるよう、工夫し、区で

は、これまで、基本構想、基本設計の

各段階で説明会等を行いながら、多

くの区民の皆様や専門家の方々のご

意見をふまえた検討を重ね、設計を

進め、このたび実施設計概要案とし

て、とりまとめたところです。 

今後は、実施設計概要についての区

のおしらせ特集号の発行をはじめ、

区のホームページ、Info-Ba(場)等

で、多くの区民の皆さんへの周知に

努めていきます。 

８７ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 実施設計概要(案)の説明会を！ 

８８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 昔、東京駅の近くにあった都庁も同

様だが、コンクリートむき出しの建

造物は都民市民の親しみを感じない

(冷たく、暖かみを感じない)。いくら

著名な建築家の作品とは言え、まっ

たく賛成できない。 

丹下健三など著名人に依頼すれば高

額になるだろうし、少しでも無駄を

省くべき。もう少し暖か味があるソ

フト感のある区役所になることを望

む。 

区民会館ホールについては、既存の

外観を保存するため、コンクリート

の外壁となりますが、改築する部分

については、内装仕上げに木材を使

用するなど、親しみやすい庁舎とし

ていきます。 

８９ その他 手続きに大きな瑕疵があるので、再

度審議会等で議論を尽くすべきでは

ないか？500 億円近い巨額の税金を

使う本庁舎建築に当たっては、その

区では、風景、ユニバーサルデザイン

など、建築計画に関する条例等の手

続きの中で専門家の方々の助言をい

ただく仕組みを構築しています。本



35 

 

詳細について、環境・防災・UD・景観

等の視点から第 3 者による客観的な

審査が行われるべきである。２月４

日に開かれた区の環境審議会では会

長が、本件は報告を受ける場だと明

言したが、これは世田谷区環境基本

条例第 10 条第２項で「調査審議す

る」とされていたことに明確に違反

する。 

また、区の提出した資料には、建物の

容積率や日影図が示されておらず環

境適合性について審査が行われたと

は言えない。また、景観法に基づく

「風景づくりの基準」では「高さは周

辺の建物群のスカイラインとの調和

に配慮する」とされているが、10階

建ての議会棟を区は「全体として低

層階の建物」だと強弁している。 

このように公平な手続きを踏んだと

は言えない本庁舎等整備事業につい

ては見直しをするべきである。 

庁舎等整備に関しては、風景づくり

条例に基づくせたがや風景デザイナ

ーとの事前調整会議、ユニバーサル

デザインアドバイザーや障害当事者

の参加するユニバーサルデザイン検

討会において助言をいただいてきた

ほか、基本構想の検討委員会に環境、

ユニバーサルデザインなどの専門家

にも参加いただき、本庁舎に求めら

れる様々な機能について、専門的見

地から検討いただいています。 

また、設計段階では、設計内容に対す

る要求品質の確保の確認や、コスト

管理について、コンストラクション

マネジメント業務委託も併せて実施

しております。これらに加えて更な

るレビューの仕組みは考えておりま

せん。 

区としては、工事着手に向けて、着実

に本庁舎等整備を進めていきたいと

考えています。 

なお、環境審議会における扱いにつ

いては、世田谷区開発事業等に係る

環境への配慮に関する規則第８条に

おいて、「要請すべき事項を認めたと

きは世田谷区環境審議会に諮問す

る」としている中で、本案件では同規

則第４条に則った環境計画書の提出

をしており、その内容に審議会への

諮問を行い要請すべき事項は認めら

れなかったとの理由により、環境審

議会への報告事項の扱いとなってい

ます。 

高さに関しては、現在の敷地を有効

に活用し、庁舎機能の向上、拡充を図

る中で、近隣への日影等の影響を出

来る限り抑えるため、東１期棟を 10

階とすることで、広場を囲む庁舎の

階数は、保存する区民会館と同程度

の高さとなる５階に抑えています。

なお、設計をより良いものにするた
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め、設計プロセスを共有し、意見交換

を行うことを目的に開催した「世田

谷リング会議」において、東１期棟の

高さについて意見交換がなされ、圧

迫感の低減を図るため、屋上階の設

備機器の目隠し壁をセットバックす

る変更を行っています。 

９０ 

 

その他 今後とも、区民意見を適時・適切に反

映した整備事業を進めることを図ら

れたい。 

本庁舎等は区民共有の財産であるこ

とから、本庁舎等の整備のプロセス

そのものが区民の参加と協働による

ものとなるよう、これまで、基本構

想、設計者選定、基本設計、実施設計

の各段階で区民参加のもと、進めて

きました。 

引き続き、工事期間中、そして新庁舎

利用が始まってからも、すべての段

階で区民への情報提供と意見集約に

努め、整備を進めるよう、工夫を重ね

ていきます。 

※その他、本庁舎等整備に関係のない意見…１件 

※回答・区の考えにあるスケジュールは、令和２年３月時点のものであり、今後変更になる

場合があります。 


